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要素 定　義 達成度 評価結果(概要)
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本調査の結果は、公表と同時にe-Statに掲載し、利
用者の照会窓口も統計局ホームページに明記して
いる。
また、オーダーメード集計及び匿名データの利用に
ついて、その適用の可否を含めた技術的な検討を
行っていることから、アクセス可能性は満たしている
と判断。

[凡例]
 「A」　当該評価事項の要件をほぼ満たしている。
 「B」　当該評価事項の要件の過半を満たしている。
 「C」　当該評価事項の要件の大半を満たしていない。
 「D」　当該評価事項の要件を満たしていない。
 「- 」　当該評価事項の対象とはならない。

本調査は、従来の関連する大規模統計調査を統合
して効率的に実施するとともに、国及び地方公共団
体の事業所については行政記録情報の活用を図っ
ていることから効率性は満たしていると判断。

解
釈
可
能
性
・
明
確
性

利用者が統計情報を適切に
理解し、有効に活用するた
め、必要な情報が容易に入
手・利用できるように提供され
ていること、及び統計の作成
方法（統計データの収集、処
理、蓄積、公表の方法・手続）
等に関する情報が公表されて
いること。

対象母集団、標本設計（抽出方法、抽出
率）、結果数値の推計方法、調査事項、
調査の実施方法等の説明が行われてい
るか。

統計作成方法の検討の際の有識者を交えた会議
資料など、統計の利用に当たって必要な情報は全
て統計局ホームページに掲載している。
また、調査票情報の秘密保護・保管には万全を期し
ている。さらに、公表内容の中立性も確保しているこ
とから、信頼性は満たしていると判断。

本調査は、統計基準に整合した統計を作成してい
ることから、整合性・比較可能性は満たしていると判
断。

関連する複数の統計を用い
て分析、地域間比較、時系列
比較等を行うことが可能となる
ように、統計に用いられる概
念、定義、分類等の整合が図
られていること。

使用している統計基準が、統計法に基づ
く統計基準や国際的な基準等と異なる場
合、その違いは妥当か。

統計の方法や情報源等の変更を行う場
合、変更内容は妥当か。

過去の結果との断層がある場合は、その
理由が妥当か。

信
　
　
頼
　
　
性

統計作成過程及び統計作成
機関が利用者から信頼される
よう、統計の作成方法が、専
門的な見地から決定され、公
表されること、及び適切な秘
密保護措置が講じられるこ
と。

標本設計（抽出方法、抽出率）、結果数
値の推計方法、調査の実施方法を公表し
ているか。

統計作成の方法や情報源等の重要な変
更を行う場合、検討過程を公表している
か。

本調査は、国民経済計算、産業連関表の作成など
に間に合うように公表日を適切に設定するとともに、
調査期日から１年以内に速報の公表を行っているこ
とから、適時性は満たしていると判断。

本調査の調査方法、調査事項や調査のＱ＆Ａ等の
利用に当たって必要な情報は全て統計局ホーム
ページに掲載している。
また、結果の利活用事例の把握に努めていることか
ら、解釈可能性・明確性は満たしていると判断。

社会の様々な主体に広く有
効に活用され得る情報基盤と
して、利用者のニーズを可能
な限り満たした統計が作成さ
れていること。

（注）利用者とは、国、地方公
共団体、研究者、エコノミスト
等に加え、広く一般利用者を
想定

利用者のニーズを把握するための措置を
講じているか。

調査事項、調査周期等の設定に合理性
はあるか。

社会経済情勢の変化等に応じた見直しを
行っているか。

統計作成の必要性はあるか。

統計調査の実施が正確かつ適切に行わ
れているか。

使用している統計基準や用語の定義は
適当か。

調査系統の設定は適当か。

本調査は、国民経済計算の精度維持を図るとの統
計委員会からの要請を踏まえ、実地調査期日を当
初計画の平成23年７月１日現在から24年２月１日現
在に変更し、調査を実施するための条件が相当程
度悪化した中で調査を実施せざるを得なかった。こ
のような状況の中、報告者負担の軽減、調査票の記
入・回収期間の確保、調査員及び地方公共団体の
事務負担の軽減等の様々な措置を講じて調査を実
施し、比較可能な既存統計調査の結果とほぼ整合
的な結果が得られたことから、正確性は満たしてい
ると判断。

社会の様々な主体に広く有
効に活用され得る情報基盤と
して、作成された統計が社会
経済の実態を可能な限り正し
く表していること。

統計調査の設計は、統計理論等に基づ
き、適切か。

本調査は、産業ごとに異なる周期・年次等で実施さ
れている既存統計調査の結果を統合しても我が国
の包括的な産業統計が得られないこと及び国民経
済に占めるウエイトが高くなっているサービス分野の
統計が不足していることなどの従前の課題に対応す
るために創設された統計調査である。また、結果利
用者である有識者、経済団体、関係府省及び地方
公共団体から幅広くニーズを把握し、結果利用の必
要性や報告者負担等を総合的に勘案の上、調査項
目や集計事項に適切に反映していることから、ニー
ズ適合性は満たしていると判断。

評価事項

適
　
時
　
性

作成された統計が利用者の
ニーズ・作成目的に応じて適
時に公表（提供）されているこ
と。

公表予定期日は、統計の目的に照らして
適当か。

公表予定期日等ができる限り早期に公表
されているか。

公表が公表予定期日よりも遅れている場
合、その遅れはやむを得ないものか。

ニ
ー

ズ
適
合
性

正
　
確
　
性

効
　
率
　
性

費用、報告者負担等の観点
から、最も適切な情報源・作
成方法によって作成されてい
ること。

同じ情報を得るために効率性を十分に検
討した上で、より適切な方法により統計を
作成しているか。

他の調査票情報や行政記録情報の活用
を図っているか。

被調査者の負担に配慮しているか。

整
合
性
・
比
較
可
能
性

使用している統計基準が統計法に基づく
統計基準や国際的な基準等と異なる場
合、その違いの説明が行われているか。

作成した統計について、メタデータ、統計
利用上の留意点等の説明が行われてい
るか。

作成した統計表から明らかになる事項又
は利活用例を示し、利用可能性を周知し
ているか。

ア
ク
セ
ス
可
能
性

基本的な情報を含め、作成さ
れた統計が、利用者のニーズ
に応じた形で容易に入手・利
用できるように提供されている
こと。

公表時期と利用者への周知時期（e-Stat
等への掲載時期）にタイムラグがないか。

アクセス可能な情報の一覧が公開されて
いるか。

利用者の照会窓口を設置しているか。

二次的利用の推進を図っているか。

公表期日前に統計データを知り得る者、
秘密保持のために講じている措置の内容
を公表しているか。

調査実施時及び集計時の秘密保護措置
は適当か。

調査票情報の管理は適切に行われてい
るか。

統計の中立性は確保されているか。


